
　第４３号議案 

 

 

カーシェルター野水設置条例の制定について 

 

　カーシェルター野水設置条例を次のように制定するものとする。 

 

　　　令和８年２月２０日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　亀 岡 市 長　　桂 川 孝 裕 

 

 

カーシェルター野水設置条例 

 

　（設置） 

第１条　大規模災害が発生した場合の地域防災拠点及び緊急避難場

所としての利用並びに応急対策に必要な資機材を備蓄するため、

カーシェルター野水（車中避難場所）（以下「カーシェルター」

という。）を設置する。 

　（名称及び位置） 

第２条　避難場所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

　　名　称　　カーシェルター野水 

　　位　置　　亀岡市吉川町穴川野水１５番１外 

　（管理） 

第３条　カーシェルターは、常に良好な状態において管理し、効率

的に運営しなければならない。 

　（禁止行為） 

第４条　カーシェルターにおいては、次に掲げる行為をしてはなら

ない。 

⑴　公の秩序又は善良な風俗を害すること。 

⑵　施設又は附帯設備を毀損し、汚損し、若しくは滅失すること。 

⑶　土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更し、又は損 
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壊すること。 

⑷　ごみその他の汚物を捨てること。 

⑸　その他カーシェルターの管理に支障がある行為をすること。 

　（使用料） 

第５条　カーシェルターの使用料は、無料とする。 

　（使用の許可） 

第６条　カーシェルターを使用しようとする者は、あらかじめ市長

の許可を受けなければならない。当該使用許可に係る事項を変更

しようとするときも同様とする。 

２　市長は、使用目的がカーシェルターの設置目的に資する事業に

限り、使用を許可することができる。 

３　市長は、使用を許可する場合において、カーシェルターの管理

上必要な条件を付すことができる。 

　（使用許可の制限） 

第７条　市長は、カーシェルターを使用しようとする者が第４条に

掲げる禁止行為を行うおそれがあるときは、使用を許可しないこ

とができる。 

　（使用許可の取消し等） 

第８条　次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、いつでも

使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止するこ

とができる。 

⑴　使用の目的を変更したとき。 

⑵　この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しく

は違反するおそれがあると認められるとき。 

⑶　偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

⑷　災害その他不可抗力の事由によってカーシェルターの使用が

できなくなったとき。 

⑸　規則で定める事項を遵守しないとき。 

⑹　その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認め

るとき。 

　（使用者の管理義務） 

第９条　使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を 
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善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

　（目的外使用） 

第１０条　カーシェルターは、法令その他別に定めがある場合のほ

か、これを目的外に使用することができない。ただし、使用が　

カーシェルターの管理に支障がないと認められる場合で、特に市

長が認めたときは、この限りでない。 

　（目的外使用料） 

第１１条　目的外使用の許可を受けてカーシェルターの一部を使用

する者（以下「目的外使用者」という。）は、目的外使用料を市

長が定める期日までに納付しなければならない。 

２　目的外使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、市長が定

める額とする。 

　（目的外使用料の減免） 

第１２条　市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料

を減額し、又は免除することができる。 

　（目的外使用料の不還付） 

第１３条　既納の目的外使用料は、還付しない。ただし、市長が特

に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付すること

ができる。 

　（市の免責） 

第１４条　使用者又は目的外使用者において、カーシェルターの使

用又はこの条例の規定に基づく処分により損害を生じた場合は、

市は、一切その責めに任じないものとする。 

　（損害賠償） 

第１５条　使用者又は目的外使用者は、カーシェルターの施設又は

附帯設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と

認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害額

を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。 

　（委任） 

第１６条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

　　　附　則 
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　この条例は、公布の日から施行する。 
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別表（第１１条関係） 

備考 

１　営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の２倍に相当する額とする。 

２　使用の期間が１日未満の場合は、１日として計算する。 

３　使用料の額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。 

４　使用面積が１平方メートル未満の場合は、１平方メートルとして計算する。 

５　電気、水道及び下水道の使用料については、市長が別に定める。 

６　建物使用料及び使用の期間が１月に満たない場合の土地使用料の額は、この

額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される額に同

法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に

基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額

（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を加算した

額とする。 
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 種別 単位 金額

 

土地使用料

１月
固定資産評価基準により算定した額に１００分の４を

乗じた額を１２で除した額

 
１日

固定資産評価基準により算定した額に１００分の４を

乗じた額を３６５で除した額

 

建物使用料

１月

固定資産評価基準により算定した額に１００分の６を

乗じた額に当該建物の敷地に対する土地使用料を加算

した額を１２で除した額

 

１日

固定資産評価基準により算定した額に１００分の６を

乗じた額に当該建物の敷地に対する土地使用料を加算

した額を３６５で除した額



カーシェルター野水設置条例案要綱 

 

 

１　大規模災害が発生した場合の地域防災拠点及び緊急避難場所と

しての利用並びに応急対策に必要な資機材を備蓄するため、カー

シェルター野水（車中避難場所）を設置すること。 

 

２　使用料、使用の許可、使用者の管理義務等所要の規定を設ける

こと。 

 

３　目的外使用の許可、目的外使用料の規定を設けること。 

 

４　条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めること。 

 

５　この条例は、公布の日から施行すること。 
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